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昨年開催されたラグビー・ワールドカップ日本大会での日本代 目指す未来社会を映す鏡となっていると言ってもよいだろう。
表チームの活躍は、記憶に新しいところである。 ここで、学校に目を向けると、性同一性障害やいわゆる性的マ

ラグビーの魅力の本質の一つに「多様性」があると言われてい イノリティ、外国人児童生徒の増加など、児童生徒の「多様性」
る。ラグビーでは、走力がなくてもパワーで、パワーがなくても に起因する課題が表面化してきている。これらは、対応を間違え
的確な判断力で貢献できる等、その人の特性に合ったポジション ると差別につながってしまうおそれがある。「共生社会」が、人
がある。ラグビーの「多様性」は国籍にも及ぶ。代表の条件に国 権が尊重された社会だとすると、差別のない社会を目指すために
籍は入っておらず、日本代表メンバーも、31人中15人が外国出身 も、学校教育が果たす役割には大きなものがあると言えるだろう。
者であった。生まれや育ち、文化の違いなどを乗り越え、互いに このために、国や県も様々な施策を打ち出しており、これを受け
理解し合い、勝利に向けた強い思いで結ばれた選手たちは、ラグ て、学校においても真摯に取組を進めているところである。
ビーという世界で「共生社会」を体現している。「共生社会」と 折しも、今年は「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」
は、障害の有無や、性別、年齢、人種や国籍、性的指向などによ の開催年であり、多種多様な属性をもつ選手や家族、観覧者など
る差別がなく、各々が協働し、力を発揮できる社会であり、誰も の来訪が見込まれている。
が相互に人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を相互に認 ここでは、児童生徒の「多様性」に注目し、「共生社会」を目
め合える全員参加型の社会である。日本代表チームは、我が国が 指した教育の在り方について考えていきたい。

シリーズ 現代の教育事情「共生社会を目指す教育の在り方 ～差別なき学校教育とは～」

私の教師道

活・研究 長期研修生からの報告
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  千葉教育 令和元年度 桜 ３ 

自分の性別は何なのか。そういった部分での

自分と他人との違いから、将来に希望が持て

ず、教育を受ける機会を諦めてしまう子が一

人でも減るように先生方に努めてほしい、と

改めて強調します。 

⑵性の多様性を捉えるための概念を知ろう 

多様な性のあり方を理解するために、「性的

指向」と「性自認」という考え方をまず知る

必要があります。「性的指向」とは、性愛の対

象がどこに向くか、向かないか、という概念

で、「Sexual Orientation(セクシュアル オリ

エンテーション)」を和訳したものです。「性

自認」とは、自分自身の性別をどのように認

識しているのかという概念で、「 Gender 

Identity(ジェンダー アイデンティティー)」

を和訳したものです。「性同一性」という言葉

で表現される場合もあります。 

世の中の多くの人は、異性のみに性的指向

が向く「異性愛者(ヘテロセクシュアル)」で

あり、性自認については、身体との不一致等

違和感のない「Cisgender(シスジェンダー)」

である、といえます。それに対し、性的指向

や性自認等の観点で一般的な在り方とは異な

る人のことを、「性的少数者」といいます。 こ

れは、「Sexual Minority(セクシュアル マイ

ノリティ)」を和訳したもので、「性的少数派」

や「性的マイノリティ」と表現されることも

あります。多い少ないの区別や、組合せの違

いはあれど、誰もが性的指向や性自認といっ

た概念を当てはめることができ、一人一人が

多様な性の一員であるという考え方が今広が

っています。その他の観点として、「Gender 

Expression(ジェンダー エクスプレッショ

ン)」や「Romantic Orientation(ロマンティ

ック オリエンテーション)」といった概念も

あり、それぞれ「性表現」あるいは「ジェン

ダー表現」や「恋愛的指向」等と訳されます。 

ところで、性的少数者を表す言葉の一つと

して、以下の頭文字を組み合わせた「LGBT」

という表現があります。 

・Lesbian(レズビアン):女性同性愛者 

・Gay(ゲイ):男性同性愛者 

・Bisexual(バイセクシュアル):両性愛者  

・Transgender(トランスジェンダー):性同一

性障害を含む、生まれたときに割り当てら

れた性別と異なる生き方や表現を望む者 

性的少数者の中には、LGBTの四つの属性以

外にも様々な性の在り方が存在します。生活

上の困難が、 性的指向や性自認等のどこを起

因とするか正確に把握することこそが、より

きめ細やかな対応のために不可欠なのです。 

⑶一人一人と向き合い、寄り添い、みんなで

一緒に考えていこう 

特別支援、同和問題、宗教、人種、家庭内

トラブル等、様々な他の分野と同様に、性的

マイノリティに関してもこうしておけば良い

というマニュアルなどありません。困りごと

や抱えている問題は、一人一人違います。分

かったつもりにならず、常に児童生徒や保護

者、場合によっては専門性の高い人も交えな

がら、対話を重ねるべきです。 

⑷何かあったらすぐ連携 

学級の中だけで、学年の中だけで、あるい

は学校の中だけでなんとかしようと思わず、

何かあったらすぐに関係機関や専門機関、そ

して地域の当事者や当事者団体と連携しまし

ょう。 

 

３ さいごに 

あなたは、千葉県内で実際に性的マイノリ

ティの子供たちと接している先生を知ってい

ますか？千葉県内で実際に生活する当事者の

児童生徒を知っていますか？千葉県内で教鞭

を執る、当事者の学校の先生を知っています

か？ 

ぼくは、知っています。繋がっています。

それらのご縁が、これを手に取り読んでくだ

さっているどなたかと、いつかどこかで、何

かよいことに繋がったらよいなと願って止み

ません。 
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シリーズ 現代の教育事情① 

４ 千葉教育 令和元年度 桜 

 

 

性の多様性と人権を尊重する社会と教育へ 

 

            千葉大学教育学部教授   片岡
か た お か

 洋子
よ う こ

  

 

１ 「性の多様性」とは何か 

LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・

トランスジェンダー）という言葉が日本社会に

も浸透してきた。性的多数者は異性を性的対象

とする「異性愛者」で心と体の性が同じ「シス

ジェンダー」であるが、LGBTはそうではない

人々が世界中のどこにもいることをアピール

する言葉だ。 

性的少数者はLGBTだけではない。自分の性別

が男でもない女でもないＸジェンダーや性別

や性的指向を決めたくないクエスチョニング

もある。多数者の異性愛シスジェンダーでも自

分の性別にあてがわれた「らしさ」に抵抗を持

っているなど、性的アイデンティティや性表現

は多様である。性的指向（Sexual Orientation）

と性自認（Gender Identity）の頭文字をとった

SOGI(ソジ)は、少数者だけでなく誰にでもある

性的指向・性自認を表す。それに性表現（Gender 

Expression）を加えたSOGIE（ソジイ）という視

点から見れば、自分は「男」か「女」かという

明確な区分より、ある面では境目のあいまいな

性のグラデーションの中に「自分らしさ」を見

いだしている人々は少なくない。 

「性の多様性」とは、性を「男」「女」と二元

的に捉えるのではなく、誰もが多様な性を生き

ていて、みんなが異なることを尊重することを

指す。児童生徒の中に性的少数者がいると分か

ったら何か教育的対応を考えるということで

はない。児童生徒の中にいるかいないかは別と

して、将来必ず出会うはずの多様な性の人々へ

の知識・理解を持たせることである。それによ

って無知や偏見による差別や暴言という人権

侵害行為をなくしていくことができるし、もし

自分が異性愛者やシスジェンダーではないと

気付いたときには自分を否定せずに済む。 

 

２ 性の多様性と人権問題 

近年、性の多様性の尊重や性的少数者への理

解が求められるようになった背景には、国内外

での人権問題への取組がある。性の多様性を認

めないことによる差別や暴力の現状を明らか

にし、それを是正するために国連や政府による

取組が進んできた。 

⑴国際社会での性的指向・性自認（SOGI）をめ

ぐる動向 

世界保健機構（WHO）は1990年に同性愛を、2019

年６月に「性同一性障害」を国際疾病分類から

除外した。異性愛でないことや心と体の性が異

なることは病気でも障害でもなくなったが、今

も差別や迫害はある。国連は2006年、世界人権

宣言・国際人権規約等など既存の国際人権に関

する規定は「性的指向や性自認についてもその

まま適用可能」であることを確認（ジョグジャ

カルタ原則）し、2011年に国連人権委員会は日

本も含めた賛成多数で「人権、性的指向および

性自認」決議を採択し、性的指向及び性自認を

理由とした暴力や差別をなくそうとしてきた。 

例えば「結婚の自由」が同性愛者に認められ

ないのは性的指向を理由とした差別に当たる。

2001年にオランダが最初に同性結婚を合法化
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した。2019年５月にはアジアで初めて台湾が同

性結婚を法制化し、現在28カ国に広がっている。

日本では同性結婚を認めないのは憲法違反で

あるという集団訴訟が2019年に起きた。同性カ

ップルの権利をできるだけ保障するためのパ

ートナーシップ制度が千葉市を含め20以上の

自治体に広がっている。 

⑵自殺予防対策と文部科学省の対応 

性的マイノリティの人々は、自殺念慮を抱く

割合が高いため、その自殺予防対策が求められ、

「自殺総合対策大綱」（2012年閣議決定）は、そ

の背景にある無理解や偏見等の社会的要因を

解消するために学校の教職員の理解を促進す

るとした。 

また文部科学省（以下「文科省」）は2014年１

月に全国の学校に「学校における性同一性障害

に係る対応に関する状況調査」を行い、同年６

月に結果を公表した。学校側に悩みを相談した

のは606人で、約６割の学校が戸籍上の性と異

なる制服着用やトイレの使用などについての

何らかの配慮をしていた。そして文科省は、

2015年４月に「性同一性障害に係る児童生徒に

対するきめ細かな対応の実施等について」を通

知し、2016年４月には「性同一性障害や性的指

向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細か

な対応等の実施について」（教職員向け）の冊子

を配布した。このようにこの数年で急速に学校

での性的マイノリティへの理解と対応が求め

られるようになってきた。 

⑶「人事院規則（セクシュアル・ハラスメント

の防止等）」の一部改正 

2016年12月、公務員が防止すべきセクシュア

ル・ハラスメントの「性的な言動」に、「性的指

向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動」

も含まれることになった。セクシュアル・ハラ

スメント防止と対策は管理職の責任であり、

「性的指向若しくは性自認に関する偏見に基

づく言動」が飛び交うような職場環境を管理職

は放置してはならないことになった。 

⑷いじめ防止に明示 

文科省のいじめ防止の通知文書に「性同一性

障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対す

るいじめ防止」が明示された（2017年３月16日

通知の別添２）。 

10歳から35歳のLGBT当事者を対象とした

「LGBTの学校生活に関する実態調査(2013)」

（いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャン

ペーン）によれば、全回答者の68％が「身体的

暴力」「言葉による暴力」「性的な暴力」「無視・

仲間はずれ」のいずれかを経験している。また、

国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチが

日本で実施したオンライン調査（25歳未満の回

答者458人のデータ 2015年）は、学校で性的指

向及び性自認に基づく暴言等を経験した子供

は８割を超え、その約３割は教師からの発言で

あったと報告している。 

 

３ 多様な人々と生きる社会を目指した教育 

性の多様性についての教育は小学生には早い

という声がある。しかし、心と体の性が異なる

ことに気付いた時期は小学校入学以前が半数

を超えている（中塚幹也『学校の中の「性別違

和感」を持つ子ども 性同一性障害の生徒に向

き合う』2013）。同性愛の児童生徒は異性愛を前

提とした教師や友達とのおしゃべりの中で異

性愛のふりをして自分を隠している。いないの

ではなく言えないのだ。 

学校現場では「男女で２列」「男子は～」「女

子は～」と性別カテゴリーを多用する。教科書

教材も異性愛前提である。とりたてての授業で

なくても、異性愛シスジェンダー前提ではない

話題を付け加えるだけで、性の多様性と人権尊

重への一歩になるだろう。 
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性の多様性と人権を尊重する社会と教育へ 

 

            千葉大学教育学部教授   片岡
か た お か

 洋子
よ う こ

  

 

１ 「性の多様性」とは何か 

LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・

トランスジェンダー）という言葉が日本社会に

も浸透してきた。性的多数者は異性を性的対象

とする「異性愛者」で心と体の性が同じ「シス

ジェンダー」であるが、LGBTはそうではない

人々が世界中のどこにもいることをアピール

する言葉だ。 

性的少数者はLGBTだけではない。自分の性別

が男でもない女でもないＸジェンダーや性別

や性的指向を決めたくないクエスチョニング

もある。多数者の異性愛シスジェンダーでも自

分の性別にあてがわれた「らしさ」に抵抗を持

っているなど、性的アイデンティティや性表現

は多様である。性的指向（Sexual Orientation）

と性自認（Gender Identity）の頭文字をとった

SOGI(ソジ)は、少数者だけでなく誰にでもある

性的指向・性自認を表す。それに性表現（Gender 

Expression）を加えたSOGIE（ソジイ）という視

点から見れば、自分は「男」か「女」かという

明確な区分より、ある面では境目のあいまいな

性のグラデーションの中に「自分らしさ」を見

いだしている人々は少なくない。 

「性の多様性」とは、性を「男」「女」と二元

的に捉えるのではなく、誰もが多様な性を生き

ていて、みんなが異なることを尊重することを

指す。児童生徒の中に性的少数者がいると分か

ったら何か教育的対応を考えるということで

はない。児童生徒の中にいるかいないかは別と

して、将来必ず出会うはずの多様な性の人々へ

の知識・理解を持たせることである。それによ

って無知や偏見による差別や暴言という人権

侵害行為をなくしていくことができるし、もし

自分が異性愛者やシスジェンダーではないと

気付いたときには自分を否定せずに済む。 

 

２ 性の多様性と人権問題 

近年、性の多様性の尊重や性的少数者への理

解が求められるようになった背景には、国内外

での人権問題への取組がある。性の多様性を認

めないことによる差別や暴力の現状を明らか

にし、それを是正するために国連や政府による

取組が進んできた。 

⑴国際社会での性的指向・性自認（SOGI）をめ

ぐる動向 

世界保健機構（WHO）は1990年に同性愛を、2019

年６月に「性同一性障害」を国際疾病分類から

除外した。異性愛でないことや心と体の性が異

なることは病気でも障害でもなくなったが、今

も差別や迫害はある。国連は2006年、世界人権

宣言・国際人権規約等など既存の国際人権に関

する規定は「性的指向や性自認についてもその

まま適用可能」であることを確認（ジョグジャ

カルタ原則）し、2011年に国連人権委員会は日

本も含めた賛成多数で「人権、性的指向および

性自認」決議を採択し、性的指向及び性自認を

理由とした暴力や差別をなくそうとしてきた。 

例えば「結婚の自由」が同性愛者に認められ

ないのは性的指向を理由とした差別に当たる。

2001年にオランダが最初に同性結婚を合法化
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 学校における人権教育の推進 

 

 

             文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

 

 

１ 人権課題の現状 

人権課題の生起がやむことはなく、近年の

急速な情報通信技術の進歩や外国人の入国者

数の増加等による情報化や国際化に加え、少

子化や高齢化等により我が国の社会が急激な

変化にさらされる中、インターネット上の人

権侵害、外国人の人権問題、子供の人権問題等

が社会的な問題となっている。 

平成25年には「障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律」、平成28年には「本邦

外出身者に対する不当な差別的言動の解消に

向けた取組の推進に関する法律」及び「部落差

別の解消の推進に関する法律」が公布、施行さ

れ、これらの法律では、障害を理由とする差別

を解消するための措置や、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動の解消、部落差別の解

消のための教育活動等について規定されてい

る。不当な差別は許されるものではなく、その

解消のための教育活動の推進が重要になって

いる。また、昨年６月の熊本地方裁判所におけ

るハンセン病家族訴訟判決を受け、７月に閣

議決定された「内閣総理大臣談話」では、「関

係省庁が連携・協力し、患者・元患者やその家

族が置かれてきた境遇を踏まえた人権啓発、

人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組

みます」とされ、人権教育の一層の充実が求め

られている。 

 

２ 子供をめぐる人権課題 

子供の人権については、平成25年には、いじ

めの防止等のための対策の基本理念、いじめ

の禁止、関係者の責務等を定めた「いじめ防止

対策推進法」が公布、施行され、平成29年３月

には、施行後３年の見直しを踏まえた「いじめ

の防止等のための基本的な方針」の改定及び

「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

イン」の策定が行われた。更に、文部科学省で

は、昨年５月に学校・教育委員会等における児

童虐待の対応に当たって留意すべき事項をま

とめた「学校・教育委員会等向け虐待対応の手

引き」を作成した。 

また、平成28年４月には、教職員向け周知資

料である「性同一性障害や性的指向・性自認に

係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の

実施について」（※１）を公表した。各学校や

教育委員会におかれては、教職員の理解促進

等を通じ、不安や悩みを抱える児童生徒が相

談しやすい学校の環境づくりに努めていただ

きたい。 

 

３ 学校における人権教育 

⑴人権教育の指導方法等の在り方について 

学校教育における人権教育は、「人権教育及

び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策

定した「人権教育・啓発に関する基本計画」に

基づき、各教科、道徳教育など学校教育活動全

体を通じ、児童生徒の発達段階や地域の実情

を踏まえながら実施されている。 

文部科学省では、基本計画を踏まえ、学校教

育における人権教育に関する指導方法等につ

いて検討を行い、平成20年３月に「第三次とり

まとめ」を公表し、学校教育における人権教育

の目標を「一人一人の児童生徒がその発達段

階に応じ、人権の意義・内容や重要性について
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理解し、［自分の大切さとともに他の人の大切

さを認めること］ができるようになり、それが

様々な場面や状況下での具体的な態度や行動

に現れるとともに、人権が尊重される社会づ

くりに向けた行動につながるようにする」と

している。このような人権感覚を身に付ける

ためには、学級をはじめ学校生活全体の中で

自らの大切さや他の人の大切さが認められて

いることを児童生徒自身が実感できるような

状況を生み出すことが肝要であり、次のよう

な点等に留意する必要がある。 

①学校の教育活動全体を通じた人権教育の推

進 

人権教育の推進を図る上では、もとより教

育の場である学校が、人権が尊重され、安心し

て過ごせる場とならなければならない。学校

としての人権教育の目標設定や校内推進体制

の確立と充実、人権教育の全体計画・年間指導

計画の策定など、学校としての組織的な取組

とその点検・評価が重要である。教育課程の編

成に当たっては、人権教育の目標と各教科等

の目標やねらいとの関連を明確にした上で、

人権に関する意識・態度、実践力を養う人権教

育の活動と、それぞれの目標・ねらいに基づく

各教科等の指導とが、有機的・相乗的に効果を

上げられるようにしていく必要がある。また、

「積極的な生徒指導」の取組と歩調を合わせ

ることで、人権教育の取組もより大きな効果

を上げることができるだろう。 

②指導内容・方法に関する配慮 

学校における人権教育については、教育の

中立性を確保することが厳に求められる。 

また、人権教育の実施に当たっては、日頃か

ら地域等の関係者との信頼関係づくりに努め

るとともに、様々な活動の中で個人情報を取

り扱う際には、必ず本人や保護者等からの同

意を得た上でこれを行わなければならない。

情報化が進展する中にあっては、他人の個人

情報等の保護について学ぶことが強く求めら

れるとともに、自分に関する情報を自分でコ

ントロールするための知識とスキルを身に付

けることもより一層大切となっている。すな

わち、個人情報やプライバシーに関する問題

は、人権教育を進める学校や教職員における

配慮事項としてだけでなく、児童生徒にとっ

ての重要な学習課題ともなるものである。 

⑵学習指導要領 

平成29年及び30年に公示された小学校、中

学校、高等学校等の新学習指導要領において

は、あらゆる他者を価値のある存在として尊

重することや、他者と共によりよく生きるた

めの基盤となる道徳性を養うこととされてい

る。人権に関する知的理解と人権感覚を身に

付け、自他の人権を守るための実践的行動が

とれるようになることを目標とする人権教育

は、人権に関わる問題への対策の基盤となる

ものである。 

⑶人権教育に関する取組 

文部科学省では、人権教育の全国的な推進

を図るため、平成23年度から27年度までは、各

都道府県教育委員会から学校の執筆による人

権教育の特色ある実践事例、平成28年度には

外国人の人権尊重に関する実践事例を収集

（※２）し、平成29年度には、各都道府県・指

定都市教育委員会において作成された人権教

育指導資料（指導教材、指導資料、研修教材、

啓発資料、実践事例集等）を一覧化（※３）し、

文部科学省Webサイトに掲載した。  

今日の社会は、多様な立場や思想、生活様式

を共存させ、人権と自由とを保障することが

求められている。子供たちに人権尊重の精神

と実践力を育んでいくためには、何よりもま

ず、各学校や教職員による積極的な取組が重

要となるため、各学校におかれては、児童生徒

の実態等に応じた創意工夫を加え、人権教育

の改善・充実に努めていただきたい。 

※１ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
jinken/sankosiryo/1322256.htm

※２ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
jinken/jirei/1321696.htm

※３ https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/shotou/128/shiryo/1403937.htm
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 学校における人権教育の推進 

 

 

             文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

 

 

１ 人権課題の現状 

人権課題の生起がやむことはなく、近年の

急速な情報通信技術の進歩や外国人の入国者

数の増加等による情報化や国際化に加え、少

子化や高齢化等により我が国の社会が急激な

変化にさらされる中、インターネット上の人

権侵害、外国人の人権問題、子供の人権問題等

が社会的な問題となっている。 

平成25年には「障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律」、平成28年には「本邦

外出身者に対する不当な差別的言動の解消に

向けた取組の推進に関する法律」及び「部落差

別の解消の推進に関する法律」が公布、施行さ

れ、これらの法律では、障害を理由とする差別

を解消するための措置や、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動の解消、部落差別の解

消のための教育活動等について規定されてい

る。不当な差別は許されるものではなく、その

解消のための教育活動の推進が重要になって

いる。また、昨年６月の熊本地方裁判所におけ

るハンセン病家族訴訟判決を受け、７月に閣

議決定された「内閣総理大臣談話」では、「関

係省庁が連携・協力し、患者・元患者やその家

族が置かれてきた境遇を踏まえた人権啓発、

人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組

みます」とされ、人権教育の一層の充実が求め

られている。 

 

２ 子供をめぐる人権課題 

子供の人権については、平成25年には、いじ

めの防止等のための対策の基本理念、いじめ

の禁止、関係者の責務等を定めた「いじめ防止

対策推進法」が公布、施行され、平成29年３月

には、施行後３年の見直しを踏まえた「いじめ

の防止等のための基本的な方針」の改定及び

「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

イン」の策定が行われた。更に、文部科学省で

は、昨年５月に学校・教育委員会等における児

童虐待の対応に当たって留意すべき事項をま

とめた「学校・教育委員会等向け虐待対応の手

引き」を作成した。 

また、平成28年４月には、教職員向け周知資

料である「性同一性障害や性的指向・性自認に

係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の

実施について」（※１）を公表した。各学校や

教育委員会におかれては、教職員の理解促進

等を通じ、不安や悩みを抱える児童生徒が相

談しやすい学校の環境づくりに努めていただ

きたい。 

 

３ 学校における人権教育 

⑴人権教育の指導方法等の在り方について 

学校教育における人権教育は、「人権教育及

び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策

定した「人権教育・啓発に関する基本計画」に

基づき、各教科、道徳教育など学校教育活動全

体を通じ、児童生徒の発達段階や地域の実情

を踏まえながら実施されている。 

文部科学省では、基本計画を踏まえ、学校教

育における人権教育に関する指導方法等につ

いて検討を行い、平成20年３月に「第三次とり

まとめ」を公表し、学校教育における人権教育

の目標を「一人一人の児童生徒がその発達段

階に応じ、人権の意義・内容や重要性について
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学校人権教育の推進～差別なき学校教育を目指して～ 

 

 

県教育庁教育振興部児童生徒課   

 

 

１ はじめに 

差別なき学校教育の確立には、学校におけ

る人権教育の推進が不可欠である。 

県教育委員会では、「人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律（平成12年施行）」、「人権

教育・啓発に関する基本計画（平成14年閣議

決定・平成23年一部変更）」、各学校種の学習

指導要領、「人権教育の指導方法等の在り方に

ついて［第一次とりまとめ（平成16年６月）・

第二次とりまとめ（平成18年１月）・第三次と

りまとめ（平成20年３月）］」、「千葉県教育振

興基本計画（平成22年３月～）」及び「千葉県

人権施策基本指針（平成16年策定・平成27年

改定）」、県教育委員会「学校人権教育の推進

に関する実態調査」等を踏まえ、人権が尊重

された共生社会の実現を目指し、「大切な自分 

大切なあなた～自分の人権を守り、他者の人

権を守ろうとする意識・意欲・態度を育てよ

う～」をスローガンに掲げ、学校人権教育を

推進している。 

 

２ 学校人権教育の基盤となる法令等 

⑴人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

⑵人権教育・啓発に関する基本計画 

⑶人権教育の指導方法等の在り方について 

（目的） 
第１条 この法律は、人権尊重の緊要性に関する認識の

高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による
不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護
に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発

に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国
民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、
もって人権の擁護に資することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の
精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、

国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対す
る国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓
発活動（人権教育を除く。）をいう。 

人権尊重の理念 
 人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固
有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人と

しての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を
営むために欠かすことのできない権利である。 

第１次とりまとめ 
 
人権尊重の理念 

・自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理
解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を
相互に尊重し合うこと。 

  → 自分の大切さとともに他の人の大切さを認める
こと。 

人権教育の目標 

・一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意
義・内容や重要性について理解するとともに、自分の大
切さとともに他の人の大切さを認めることができるよ

うになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態
度や行動に現れるようにすること。 

 
 
児童生徒の態度や行動に現れるようにするために、各学
校において教育活動全体を通じて総合的にバランスよく

培うべき力や技能 
 
 ①他人の立場に立つ想像力 

・他の人の立場に立ってその人に必要なことやその人
の考えや気持ちなどが、わかるような想像力や共感
的に理解する力 

 ②コミュニケーション能力 
・考えや気持ちを適切かつ豊かに表現し、また、的確

に理解することができるような、伝え合い分かり合

うためのコミュニケーション能力やそのための技能 
 ③人間関係を調整する能力 

・自分の要求を一方的に主張するのではなく建設的な

手法により、他の人との人間関係を調整する能力及
び自他の要求を共に満たせる解決方法を見いだして
それを実現させる能力やそのための技能 

第２次とりまとめ 
 
人権感覚とは   

・人権が擁護され、実現されている状態を感知して、

これを望ましいものと感じ、反対にこれが侵害され
ることの「問題性」を認識して、人権侵害を解決せ
ずにはいられないとする感覚。 

人権感覚を身に付けるために 
・児童生徒が自ら「感じ、考え、行動する」という主体

的・実践的な学習を展開することが必要。児童生徒

の「協力」・「参加」・「体験」を要素として位置付け、
基本とする。 
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⑷千葉県人権施策基本指針 

①基本理念 

そのための３つの社会づくりの推進 

・一人ひとりがかけがえのない存在としてお

互いに尊重し合う差別のない社会 

・一人ひとりの能力が十分に発揮できる機会

が保障され、活力のある社会 

・一人ひとりの個性を尊重し多様な文化や価

値観を認め合い、お互いがつながり支え合

いながら共に暮らせる社会 

②人権教育・啓発の推進 

ア人権教育 

（学校教育）発達段階に応じた教育、学校・

地域の実情に応じた道徳教育 

（社会教育）家庭教育への支援、人権教育へ

の保護者等の理解促進 

イ人権啓発  

  県民・企業や職場・特定職業従事者（行

政・教職・警察・消防・医療保健・福祉関係

者）に対する、啓発冊子等の配布、講演会等

の実施・開催促進などによる啓発 

 

 

③分野別施策の推進（様々な人権課題） 

１女性 ２子ども ３高齢者 ４障害のある人 

５被差別部落出身者 ６外国人 

７ＨＩＶ感染者・ハンセン病元患者等 

８犯罪被害者とその家族 

９インターネットを通じた人権侵害 

10 災害時の配慮 11 性的指向・性同一性障害 

12 刑を終えて出所した人 13 ホームレス 

14 生活困窮者 15 中国残留邦人等 

16 北朝鮮当局による拉致問題 17 その他 

 

３ 千葉県教育委員会の取組 

⑴学校人権教育研究協議会の開催 

 県教育委員会における学校人権教育に関す

る取組を周知するとともに、専門的知見を有

する講師による講演や参加体験型の内容を多

く取り入れた研修を実施し、県下の全市町村

教育委員会、公立幼稚園、小・中・義務教育・

高・特別支援学校等における人権教育推進上

の諸問題について研究協議し、学校人権教育

の全県的な推進を図る。 

①全体協議会 年 1 回（４月） 

 県内54市町村教育委員会、教育事務所・分

室の人権教育担当指導主事を対象に開催 

②地区別協議会 年１回（５～６月） 

 各教育事務所単位に、隔年で、管内の全市

町村立幼稚園・認定こども園・小・中・義務

教育学校等の管理職、人権教育担当教諭を

対象に開催（令和元年度は管理職が対象） 

③高等学校協議会 年１回（10月） 

 全ての県立高等学校及び希望する市立高等

学校、私立高等学校の管理職と人権教育担

当教諭を対象に開催 

④推進校協議会 年５回 

 県教育委員会が指定した学校人権教育推進

校25校（小学校10校、中学校10校、高等学校

５校）の担当教諭を対象に開催 

⑤担当指導主事協議会 年６回 

 教育事務所・分室の人権教育担当指導主事

を対象に開催（全体協議会の運営１回） 

すべての県民の人権が尊重される 

元気な千葉県を目指して 

 
第３次とりまとめ 

≪人権教育を通じて身に付けたい力≫ 

  
自分の人権を守り 
他の人の人権を守るための実践的行動 

 
 
 

自分の人権を守り他の人の人権を 
守ろうとする意識・意欲・態度 

 

 
   人権に関する        人権感覚 
    知的理解           （価値的・態度的側面） 

   （知識的側面）    （技能側面） 
 
 

 
 すべての関係者の人権が尊重されている教育の場 

としての学校・学級 

（人権教育の成立基盤としての教育・学習環境） 

関連 

シリーズ 現代の教育事情③ 
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学校人権教育の推進～差別なき学校教育を目指して～ 

 

 

県教育庁教育振興部児童生徒課   

 

 

１ はじめに 

差別なき学校教育の確立には、学校におけ

る人権教育の推進が不可欠である。 

県教育委員会では、「人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律（平成12年施行）」、「人権

教育・啓発に関する基本計画（平成14年閣議

決定・平成23年一部変更）」、各学校種の学習

指導要領、「人権教育の指導方法等の在り方に

ついて［第一次とりまとめ（平成16年６月）・

第二次とりまとめ（平成18年１月）・第三次と

りまとめ（平成20年３月）］」、「千葉県教育振

興基本計画（平成22年３月～）」及び「千葉県

人権施策基本指針（平成16年策定・平成27年

改定）」、県教育委員会「学校人権教育の推進

に関する実態調査」等を踏まえ、人権が尊重

された共生社会の実現を目指し、「大切な自分 

大切なあなた～自分の人権を守り、他者の人

権を守ろうとする意識・意欲・態度を育てよ

う～」をスローガンに掲げ、学校人権教育を

推進している。 

 

２ 学校人権教育の基盤となる法令等 

⑴人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

⑵人権教育・啓発に関する基本計画 

⑶人権教育の指導方法等の在り方について 

（目的） 
第１条 この法律は、人権尊重の緊要性に関する認識の

高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による
不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護
に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発

に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国
民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、
もって人権の擁護に資することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の
精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、

国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対す
る国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓
発活動（人権教育を除く。）をいう。 

人権尊重の理念 
 人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固
有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人と

しての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を
営むために欠かすことのできない権利である。 

第１次とりまとめ 
 
人権尊重の理念 

・自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理
解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を
相互に尊重し合うこと。 

  → 自分の大切さとともに他の人の大切さを認める
こと。 

人権教育の目標 

・一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意
義・内容や重要性について理解するとともに、自分の大
切さとともに他の人の大切さを認めることができるよ

うになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態
度や行動に現れるようにすること。 

 
 
児童生徒の態度や行動に現れるようにするために、各学
校において教育活動全体を通じて総合的にバランスよく

培うべき力や技能 
 
 ①他人の立場に立つ想像力 

・他の人の立場に立ってその人に必要なことやその人
の考えや気持ちなどが、わかるような想像力や共感
的に理解する力 

 ②コミュニケーション能力 
・考えや気持ちを適切かつ豊かに表現し、また、的確

に理解することができるような、伝え合い分かり合

うためのコミュニケーション能力やそのための技能 
 ③人間関係を調整する能力 

・自分の要求を一方的に主張するのではなく建設的な

手法により、他の人との人間関係を調整する能力及
び自他の要求を共に満たせる解決方法を見いだして
それを実現させる能力やそのための技能 

第２次とりまとめ 
 
人権感覚とは   

・人権が擁護され、実現されている状態を感知して、

これを望ましいものと感じ、反対にこれが侵害され
ることの「問題性」を認識して、人権侵害を解決せ
ずにはいられないとする感覚。 

人権感覚を身に付けるために 
・児童生徒が自ら「感じ、考え、行動する」という主体

的・実践的な学習を展開することが必要。児童生徒

の「協力」・「参加」・「体験」を要素として位置付け、
基本とする。 
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⑥学校人権教育指導者研修 年４回 

 各教育事務所、千葉市教育委員会が推薦す

る小・中学校教員40名を対象に開催 

⑵人権教育研究指定校（令和元年度～２年度） 

①文部科学省指定（人権教育研究推進事業） 

 木更津市立請西小学校 

  研究主題「他者と伝え合い、心豊かに 

  生きる子どもの育成」 

②千葉県教育委員会指定（人権教育） 

 県立長生高等学校定時制 

  研究主題「生徒への人権教育の実施につ

いて～自分らしさとともに、他の人の大

切さを認めることができる人権教育～」 

研究指定校は、研究終了後、成果等につい

て、全体協議会で報告し、意見交換を行う。 

⑶学校人権教育指導資料の作成・配付 

 教職員の研修、人権感覚の向上に資するた

め、学校人権教育指導資料を刊行している。 

 第34集までは、冊子として学校に１冊配付

していたが、教員が常に人権意識を持ち、い

つでも活用できるよう、第35集からは、リー

フレット形式とし、公立幼稚園・認定こども

園・小・中・義務教育・高等・特別支援学校の

全教員に配付している。 

 このリーフレットには、国が示した「人権

教育の指導方法等の在り方について（第三次

とりまとめ）」の内容を中心にシリーズ的にま

とめたものと、県教育委員会の学校人権教育

のスローガン、重点目標・重点事項、喫緊の

人権課題に沿った内容等を掲載している。 

 

 

 

 

⑷県教育委員会ホームページによる啓発 

・人権教育の推進目標及び重点事項/千葉県 

・学校人権教育指導資料/千葉県 

・教職員の人権意識を高めるために/千葉県 

・様々な人権課題/千葉県 

・学校人権教育事業計画/千葉県  で検索 

⑸学校人権教育の推進に関する実態調査 

 学校人権教育の推進に資するため、各学校

における人権教育の取組状況を把握すること

を目的に、毎年、12/4～12/10 の人権週間に合

わせ、公立小・中・義務教育学校、市立高等・

特別支援学校、県立高等・特別支援学校を対

象に実施。結果を２月末に各学校にフィード

バックし、次年度の取組に繫げる。 

 

 

４ 喫緊の人権課題についての理解促進 

例１ 性的指向・性同一性障害 

 

【第39集の概要】平成31年4月当初の配付を依頼 

○千葉県学校人権教育推進目標・重点事項の周知・理解

促進 
○学校人権教育を推進するための取組例 

（第三次とりまとめより） 

 ・家庭・地域との連携、関係機関との連携 
 ・校種間の連携 
〇人権感覚チェックシート（抜粋） 

〇様々な人権課題一覧（千葉県人権施策基本方針より） 
〇喫緊の人権問題についての周知 
 ・女性の人権（ＤＶ、虐待） 

 ・災害時の配慮 
 ・外国人の人権（共生社会の形成を目指し、他者を理

解しようとする気持ちを育てる活動等） 

〇実践に役立つ参考資料の紹介（実践事例集・啓発ビデ
オレンタル等） 

【千葉県学校人権教育推進目標・重点事項】 

○推進目標１ 推進体制を確立しよう 

（重点事項） 実施体制の確立、計画の作成・見直し 

○推進目標２ 正しい知識と認識を深めよう 

（重点事項） 研修の充実（参加型・体験型の手法等） 

○推進目標３ 指導内容と指導方法を工夫しよう 

（重点目標） 指導方法の工夫、体験活動の充実 

○推進目標４ 家庭・地域等との連携を図ろう 

（重点事項） 積極的な啓発活動、関係機関との連携 

○推進目標５  点検・評価による見直し、改善をしよう 

（重点事項） 学校評価の活用 

【調査項目例】（平成30年度実施） 

 １ 人権教育の推進について 
   ・「学校人権教育指導資料」の活用状況など 

 ２ 人権教育に関する教職員研修について 
   ・研修の実施状況、形態など 
 ３ 人権教育推進の成果及び課題について 

 ４ 喫緊の人権課題について 
   ・性的マイノリティ、障害者、外国人、部落差別、北

朝鮮当局による拉致問題、ＤＶ、児童虐待について

の取組状況など 

 
「男性が男性を、女性が女性を好きになる」ことに対して

は、根強い偏見や差別があり、苦しんでいる人々がいる。
また、からだの性とこころの性との食い違いに悩みなが

ら、周囲の心ない好奇の目にさらされたりして苦しんで
いる人々がいる。性的指向や性自認を理由とする偏見や
差別をなくし、理解を深めることが必要である。 

（法務省人権擁護局刊行「人権の擁護」平成30年度版） 
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例２ 外国人 

 

 

 

県教育委員会では、これら喫緊の人権課題

について、「学校人権教育指導資料」への掲載

や、研修での講演・説明、各種会議での周知

等を通して教職員の理解促進を図っている。 

 

５ 法務省の人権擁護機関との連携 

  

 

６ おわりに 

人権教育は学校生活の中で特別なものでは

なく、全ての教育活動を通して行うもので 

ある。教職員に求められるのは、学校での  

教育活動を「人権」という視点で見て、考え、   

行動することである。国や県から発出される

資料等の活用や研修で学んだことを踏まえて、

差別なき学校教育の確立を目指し、自校の人

権教育を推進していただきたい。 

 

 
「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に
対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」
について（周知）（文部科学省平成28年4月1日付け事務

連絡より一部抜粋） 
⑴性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援 
①学校における支援体制について 

・最初に相談を受けた者だけで抱え込むことなく、
組織的に取り組むことが重要 

・教職員等の間の情報共有に当たっては、当事者で

ある児童生徒やその保護者に対し、情報を共有す
る意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応
を進める。など 

②医療機関との連携について 
・医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を

得る重要な機会となるとともに、児童生徒・保護

者等に対する説明材料ともなり得る。 
・医療機関との連携に当たっては、当事者である児

童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則だ

が、具体的な個人情報に関連しない範囲で一般的
な助言を受けることは考えられる。など 

③学校生活の各場面での支援について 

 （支援の参考事例） 
・自認する性別の制服や体操着等の着用を認める。 
・標準より長い髪型を一定の範囲で認める。（戸籍上

男性） 
・保健室、多目的トイレでの更衣や、多目的トイレ、

職員トイレの利用を認める。 

・通知表など、校内文書を児童生徒が希望する呼称
で記す。自認する性別として名簿上扱う。 

・体育又は保健体育の授業において別メニューを設

定する。 
・上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性）

補習として別日に実施、又はレポート提出で代替

する。 
・自認する性別に係る部活動への参加を認める。 
・修学旅行等において、一人部屋の使用を認める。

入浴時間をずらす。など 
 （留意点） 

・性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児

童生徒への配慮との均衡を取りながら支援を進め
ることが重要である。 

・他の児童生徒や保護者との情報共有は、当事者で

ある児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別の
事情に応じて進める必要がある。など 

⑵性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」

とされる児童生徒に対する相談体制等の充実 
・学級、ホームルームにおいては、いかなる理由で

もいじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権

教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児
童生徒への支援の土台となる。 

・日頃より児童生徒が相談しやすい環境を整えてい

くことが望まれる。 
・まず教職員自身が心ない言動を慎む。など 

 
外国人であることを理由に、アパートへの入居を 

拒否されたり、外国人を排斥する趣旨の言動が公然と
される事案が発生している。文化等の多様性を認め、

外国人の生活習慣等を理解・尊重し、偏見や差別を  
なくしていく必要がある。 

（法務省人権擁護局刊行「人権の擁護」平成30年度版） 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ対策法） 

（平成28年6月公布、施行） 

 
・「本邦外出身者」：専ら本邦の域外にある国若しくは地域

の出身者である者又はその子孫であって適法に居住す

るもの。 
・「不当な差別的言動」：本邦外出身者に対する差別的意識

を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自

由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本
邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国
又は地域の出身であることを理由として、地域社会から

排除することを煽動する不当な差別的言動 
                （第２条定義より） 

 
・本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するた

めの教育活動の実施 
・そのために必要な取組を行う。 

（国：義務、地方公共団体：努力義務） 
（第６条教育の充実等より） 

（人権啓発活動） 
・人権教室の活用（人権擁護委員・法務局職員が講

師） 

・全国中学生人権作文コンテストへの応募等 
・人権の花運動への参画・人権啓発教材の活用等 
（人権相談窓口） 

・子どもの人権 SOS ミニレター 
・子どもの人権 110 番・子どもの人権 SOS_e メール 

シリーズ 現代の教育事情③ 
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⑥学校人権教育指導者研修 年４回 

 各教育事務所、千葉市教育委員会が推薦す

る小・中学校教員40名を対象に開催 

⑵人権教育研究指定校（令和元年度～２年度） 

①文部科学省指定（人権教育研究推進事業） 

 木更津市立請西小学校 

  研究主題「他者と伝え合い、心豊かに 

  生きる子どもの育成」 

②千葉県教育委員会指定（人権教育） 

 県立長生高等学校定時制 

  研究主題「生徒への人権教育の実施につ

いて～自分らしさとともに、他の人の大

切さを認めることができる人権教育～」 

研究指定校は、研究終了後、成果等につい

て、全体協議会で報告し、意見交換を行う。 

⑶学校人権教育指導資料の作成・配付 

 教職員の研修、人権感覚の向上に資するた

め、学校人権教育指導資料を刊行している。 

 第34集までは、冊子として学校に１冊配付

していたが、教員が常に人権意識を持ち、い

つでも活用できるよう、第35集からは、リー

フレット形式とし、公立幼稚園・認定こども

園・小・中・義務教育・高等・特別支援学校の

全教員に配付している。 

 このリーフレットには、国が示した「人権

教育の指導方法等の在り方について（第三次

とりまとめ）」の内容を中心にシリーズ的にま

とめたものと、県教育委員会の学校人権教育

のスローガン、重点目標・重点事項、喫緊の

人権課題に沿った内容等を掲載している。 

 

 

 

 

⑷県教育委員会ホームページによる啓発 

・人権教育の推進目標及び重点事項/千葉県 

・学校人権教育指導資料/千葉県 

・教職員の人権意識を高めるために/千葉県 

・様々な人権課題/千葉県 

・学校人権教育事業計画/千葉県  で検索 

⑸学校人権教育の推進に関する実態調査 

 学校人権教育の推進に資するため、各学校

における人権教育の取組状況を把握すること

を目的に、毎年、12/4～12/10 の人権週間に合

わせ、公立小・中・義務教育学校、市立高等・

特別支援学校、県立高等・特別支援学校を対

象に実施。結果を２月末に各学校にフィード

バックし、次年度の取組に繫げる。 

 

 

４ 喫緊の人権課題についての理解促進 

例１ 性的指向・性同一性障害 

 

【第39集の概要】平成31年4月当初の配付を依頼 

○千葉県学校人権教育推進目標・重点事項の周知・理解

促進 
○学校人権教育を推進するための取組例 

（第三次とりまとめより） 

 ・家庭・地域との連携、関係機関との連携 
 ・校種間の連携 
〇人権感覚チェックシート（抜粋） 

〇様々な人権課題一覧（千葉県人権施策基本方針より） 
〇喫緊の人権問題についての周知 
 ・女性の人権（ＤＶ、虐待） 

 ・災害時の配慮 
 ・外国人の人権（共生社会の形成を目指し、他者を理

解しようとする気持ちを育てる活動等） 

〇実践に役立つ参考資料の紹介（実践事例集・啓発ビデ
オレンタル等） 

【千葉県学校人権教育推進目標・重点事項】 

○推進目標１ 推進体制を確立しよう 

（重点事項） 実施体制の確立、計画の作成・見直し 

○推進目標２ 正しい知識と認識を深めよう 

（重点事項） 研修の充実（参加型・体験型の手法等） 

○推進目標３ 指導内容と指導方法を工夫しよう 

（重点目標） 指導方法の工夫、体験活動の充実 

○推進目標４ 家庭・地域等との連携を図ろう 

（重点事項） 積極的な啓発活動、関係機関との連携 

○推進目標５  点検・評価による見直し、改善をしよう 

（重点事項） 学校評価の活用 

【調査項目例】（平成30年度実施） 

 １ 人権教育の推進について 
   ・「学校人権教育指導資料」の活用状況など 

 ２ 人権教育に関する教職員研修について 
   ・研修の実施状況、形態など 
 ３ 人権教育推進の成果及び課題について 

 ４ 喫緊の人権課題について 
   ・性的マイノリティ、障害者、外国人、部落差別、北

朝鮮当局による拉致問題、ＤＶ、児童虐待について

の取組状況など 

 
「男性が男性を、女性が女性を好きになる」ことに対して

は、根強い偏見や差別があり、苦しんでいる人々がいる。
また、からだの性とこころの性との食い違いに悩みなが

ら、周囲の心ない好奇の目にさらされたりして苦しんで
いる人々がいる。性的指向や性自認を理由とする偏見や
差別をなくし、理解を深めることが必要である。 

（法務省人権擁護局刊行「人権の擁護」平成30年度版） 
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を明確にすることで、「この時間はこういうこ

とがわかればよい」と一人一人が自分の考え

や見通しを持って授業に臨むことができてい

る。また、評価は、子供の成長のためにある

と考えている。結果からマイナスを指摘する

のではなく、学習のプロセスからプラスを見

出し、具体的に評価することが大切である。

人には得意も不得意もある。子供の苦手なこ

とを平均値にすることよりも、個性や得意に

光を当て、成長を評価することで、子供が自

分に価値を感じ、一層やる気を高める評価で

なければならないと職員に日頃から伝えてい

る。 

 

４ 職員を支えるリーダーを目指す 

リーダー論にはいろいろな考え方があるが、

職員を引っ張っていくリーダーを目指した場

合、指示する側と指示される側の関係が強く

なり、校長の指示に対して、形式だけ合わせ

て取り組むという形になりやすく、職員の向

上心や協働性が低下し、主体的に行動しなく

なってしまうと考えた。そこで、「校長は一人

一人の職員のよさを活かすために存在する」

と考え、職員を支えるリーダーを目指した。

校長として、職員の自主性を尊重しながら成

功や成長を認め、協働を意識した実践を心が

けている。その結果、信頼関係が育まれ、職

員とのコミュニケーションが円滑になってき

た。そして、一人一人が能動的に組織を導い

ていく構図になり、活力ある学校の具現化を

図るために、気配りや目配りを心がけた。 

 

５ 職員の主体性が学校の活力を生む 

ＡＩ時代のこれから、子供たちに求められ

るのは、新しいものをクリエイトしていくこ

とであり、そのために「主体性」が求められ

ている。そうであれば、職員も「主体性」をも

って仕事に臨むことが必要である。どんな職

員にも長所がある。よさを認めて、心に火を

つければ自ずと力を発揮する。学校に必要な

「子供のために」を探求し、職員が主体的に

考え、判断し、行動する風土をつくるために

「傾聴と対話」を心がけた。 

人事評価における職員との面談では、学校

経営に対する校長の思いを伝え、期待する役

割を説明し、「自分のよさをどのように活かせ

るか」という視点での対話を心がけている。

また、日頃から積極的に声をかけ、実践の成

果は褒め、話や悩みから具体的な手立てを示

し、「これはどう考える？」という問いや「子

供のためになることは実行してよい」という

後押しをしている。そして「いつも子供たち

のためにありがとう」と感謝やねぎらいを伝

えている。こうした対話は、長所を伸ばし、

心に火をつけ、子供たちのために一生懸命に

なれる活力ある職員の育成につながると考え

る。子供にとっての最大の教育環境は教師で

ある。教師が子供たちのために自分で考え、

判断し、工夫しながらいろいろなことに取り

組み、クリエイティブであれば、子供たちも

影響を受け、主体的に行動できるようになり、

学校に活力が生まれるのである。 

 

６ おわりに 

校長としての責任はあまりに大きく、常に

視野を広く持ち、最悪を想定して先のことを

考えるなど、緊張が続くこともあった。しか

し、本校の職員は、チームであることの重要

性を理解し、前向きに教育活動に取り組んで

くれた。職員には子供たちのために挑戦を続

けてほしいと願っている。うまくいかないこ

とがあったとしても、粘り強く取り組むこと

で指導力が向上し、学校の取組も充実して活

力が生まれる。今後も、職員が意欲を保ち、

子供たちのために失敗を恐れずに教育活動に

取り組むことができる学校づくりを心がけて

いきたい。 

                           」 
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た。その前提として、学校にありがちな集合・

開始時刻や提出期限のルーズさを皆で気を付

け合った。プライオリティ（優先順位）を明

確に打ち出し、同時に職員が自由に使える時

間も尊重した結果、日々の仕事の効率も向上

した。 

⑶指導案検討会が待ち遠しい 

取組上の工夫とは異なるが、職員の意識の

点で指導案検討会について記しておきたい。 

公開研究会を控えた学校では、校内指導案

検討会が毎週のように行われるのが常で、本

校も計画的に検討会を重ねてきた。「本時の展

開」の検討では、「きっと〇〇さんが既習事項

を踏まえてこう言ってくる」「そこに△△さん

が異を唱えてくる」「でも□□さんの気付きで

授業が動き出す」等々、テーブルを囲んだ参

加職員の声で児童の様子が再現されていった。

職員の顔にはいつも自然に笑みが浮かび、笑

い声が絶えなかった。皆が時間を捻出しての

指導案検討会ではあったが、参加職員の顔に

「多忙感」はなく、私自身も検討会に出席す

るのが楽しみだった。 

⑷夏季休業中の全体研修日は２日間のみ 

 前述の業務分業制により、仕事の締切日・

時刻を厳守することを全職員で確認の上、夏

季休業中に全員で集まる研修日は２日間にと

どめた。また環境整備等の為の作業日も 1 日

のみとし、職員、保護者及び児童、地域のボ

ランティアの方々による除草作業のみ行った。 

⑸コンパクトな学校公開 

近県の国立大学附属小学校の公開授業から

着想を得、公開当日の授業展開・全体会・講

演会会場を体育館とした。研究の軌跡を記し

た掲示物で体育館に設定した模擬教室を囲み、

参観者が展開授業と研究の足跡を同時に観ら

れるよう工夫した。また来賓と参観者の動線

に沿って環境整備計画を立て、主な整備は

日々の清掃活動やロング昼休みなどに児童と

ともに少しずつ進め、放課後の作業はなくし

ていくよう努めた。 

⑹地域の力を武器に 

本校には開校以来「竜小応援団」等の地域

ボランティアが学校を支えてくださっている。

これまでも、「学習ボランティア」によるチャ

レンジタイム（ドリル学習）での丸付けや、

「あおぞら会」による花壇等の整備をお願い

してきた。公開当日も、日頃児童の登下校の

安全指導をしてくださっている「見守り応援

隊」の方々が、PTA役員と連携して来場者用駐

車場の整理や学校までの案内の仕事を快く引

き受けてくださった。おかげで職員の仕事分

担を広げずに済み、大変助かった。 

 

４ おわりに 

公開当日朝の職員室の雰囲気がとても明る

かったのを覚えている。重責の授業者にも笑

顔があった。公開を楽しんでいる職員を誇ら

しく思った。これまでの研究実践で培った指

導力と、公開研究会開催から得た働き方の創

意工夫が、全職員にとって今後の教員人生の

糧となったと確信している。少なくとも私自

身は教頭として大きな経験知を得ることがで

きた。本校公開研究会にお力添えいただいた

文部科学省国立教育政策研究所教育課程調査

官の笠井健一先生をはじめ、千葉県教育委員

会、栄町教育委員会、栄町内小中学校の各先

生方、及び本校PTA、地域ボランティアの皆様

へ、この場を借りて感謝申し上げたい。 

一隅を照らす。こんな想いで教師の道を歩

み始めた自分が、学級、学年、学校と、気付け

ば照らすべき場所は一隅とはいかなくなって

いた。初任から今日まで、中学校、高等学校、

教育行政、そして現在の小学校と、それぞれ

の場所で素晴らしい同僚と共に汗をかいてき

た。その中で「先生がいたから」「先生でなけ

れば」と言ってくれる同僚にめぐり逢えたこ

とが、今の自分の心の支えとなっている。こ

れからも自分が教頭として、全ての人々の道

を照らせるよう、更に研鑽を積み、職務に邁

進していく所存である。 

�                           」 
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白神山地について書かれた本やリーフレッ

ト、インターネットなどの情報の中から、自

分の意見に合う根拠を選んで付箋に書かせた。

自分の意見文に使えそうな根拠が書かれてい

る付箋を徐々に上の段に上げていくことで思

考を可視化することができた。 

②ピラミッドチャートを活用した対話 

 ピラミッドチャートを一目見れば、友達が

どの立場でどんな意見をもっているのか、ど

の資料を根拠として使おうとしているのかが

分かる。さらに、どの資料を使うか迷ってい

る場合には、「こちらの方が分かりやすい。」

などとアドバイスをし合うことができる。思

考を可視化することで対話が生まれ、意見を

交流することができた。実際に友達からのア

ドバイスにより付箋を書き換えた児童や付箋

を入れ換えた児童がいた。友達との対話によ

り、自分の意見や根拠に自信をもつことがで

きた児童は、「すぐにでも意見文が書ける。」

と意気込んでいた。 

⑷意見文の書きぶりを学ぶ学習モデルの活用 

 教科書に掲載されている意見文のモデルは、

「人間を近付けないようにして守る立場」で

書かれており、文体は敬体である。序論・本

論・結論の三つの構成、資料を引用して根拠

を示していること、更に譲歩構文により、自

分の意見をより効果的に表していることなど

に注目することができる。本単元では、更に

もう一つ、指導者が作成した意見文の学習モ

デルを用意した。その特徴を次にあげる。 

①「人間が自然に関わりながら守る立場」、教

科書のモデルとは逆の立場である。 

②文体は常体。 

③正しい引用の仕方に気付かせるしかけを施

した。 

 教科書に掲載された学習モデルと指導者が

作成した学習モデルを活用して、以下のよう

に意見文の書きぶりを学ばせた。 

 

 

 学習モデルを活用して、学習の見通しを持 

たせた。一番説得力があるところはどこかを

グループで話し合わせて、その文章に矢印を

付けさせた。各グループが矢印を貼っていく

と、資料を引用して書いている部分に矢印が

集中していることが明らかになり、「根拠を明

らかにして書く」という本単元で身に付ける

べき力を確認することができた。 

 

 

 意見文の構成や文章表現の特徴について話

し合う場面で、学習モデルを活用した。意見

文の構成、譲歩構文の効果、正しい引用の仕

方などに気付き、意見文の書きぶりを視覚的

に捉えることができた。 

⑸新たな学びの課題を見つける場の設定 

 授業の終末には、毎時間振り返りの場を設

定し、本時で身に付いた力と次時の課題につ

いてワークシートに記入させた。自分の学び

の経過や成長、課題を見つめさせることで主

体的に学ぼうとする児童の姿が見られた。 

 

３ おわりに 

 単元の事前と事後に「自分の意見や考えを

文章に書いて表すことができるか」について

調査したところ、「大変そう思う」と答えた児

童の割合が、22.8％から77.9％へと50ポイン

ト以上も増えた。また、「意見文を書くことは、

自分の生活や将来に役立つか」という調査に

おいても約90％の児童が「役に立つ」と答え

ている。 

 書くことに抵抗のある児童は多い。しかし、

書く力を付けることは、人生で役に立つ。学

びの本当の価値が分かることで、児童は本気

になって書き始める。そして、今回の実践を

通して、児童は、友達同士の学び合いの中で、

自分の考えをより確かなものにし、言葉の力

を付けていくことを明らかにすることができ

た。 

これからも「自ら考え、学び合う児童の育

成」を目指して授業改善に励んでいきたい。 
第１時 

第４時 
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 休業日と臨時休業 

                和洋女子大学特任教授  柴内
し ば な い

 靖
やすし

 

 

【Case】 

10月中旬、県内のある小学校では、深夜未

明に上陸するとみられる台風対策のために、

朝から会議を開き対応を協議していた。 

天気予報では、夜20時頃から風雨が強まり、

深夜に台風が通過し、翌朝７時には台風が過

ぎ去り、天気が回復するとの予想が出されて

いた。そのため、本日の日課は通常日課の５

時間授業とし、放課後の活動は中止し、午後

３時に集団下校する方向で検討していた。 

ところが午前10時過ぎ頃から、風は強くな

いものの１時間の雨量が80ミリを超える大雨

となり、校長は昼に分担して通学路等を確認

したところ、既に近隣交差点の横断歩道は冠

水したところが多く、用水路が溢れていると

の報告があった。更に市役所から近くの河川

が氾濫危険水位に達しているとの報告を受け

た。   

そこで臨時の会議を開き、午後の日課を止

め至急下校させるか、それとも児童を待機さ

せ、保護者の迎えをお願いすべきかなど対応

を再度協議することとなった。 

【関係法令】 

学校教育法施行規則第61条 

公立小学校における休業日は、次のとおり

とする。ただし、第三号に掲げる日を除き、

当該学校を設置する地方公共団体の教育委員

会が必要と認める場合は、この限りではない。 

 一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する日 

二 日曜日及び土曜日 

 三 学校教育法施行令第29条の規定により

教育委員会が定める日 

学校教育法施行規則第63条 

非常変災その他急迫の事情があるときは、

校長は、臨時に授業を行わないことができる。

この場合において、公立小学校についてはこ

の旨を当該学校を設置する地方公共団体の教

育委員会に報告しなければならない。 

【ワンポイントレッスン】 

令和元年度の秋は、関東地方をはじめ東日

本では、度重なる台風や大雨で甚大な被害が

発生した。大切な子供たちを預かる学校でも

校舎・施設の破損や急な日課変更等を余儀な

くされ、子供たちの安全確保に神経をとがら

せる状況であった。 

そこで、ここでは休業日と臨時休業につい

ての基本的なことを押さえておきたい。 

 

１ 休業日について 

公立学校の休業日は、前述したように学校

教育法施行規則第61条において、原則①国民

の祝日に関する法律に規定する日②日曜日及

び土曜日③学校教育法施行令第29条の規定に

より教育委員会が定める日となっている。  

③については、各教育委員会で多少の違い

はあるが、(ア)夏季休業日、(イ)冬季休業日、

(ウ)春季休業日、(エ)その他（条例で定める

日や開校記念日等）である。ただし、この休

業日は授業を行わない日であり、教員の「勤

務を要しない日」とは一致しないことを踏ま

えておく必要がある。   

例えば、冬季休業日は、週休日と年末年始

を除き原則勤務を要する日である。（12/29～

1/3は休日であり、特に勤務することを命ぜら

れる場合を除き、勤務を要しない。） 



「                   」     ケーススタディ   

 

千葉教育 令和元年度 桜 27 

２ 臨時休業について 

 臨時休業とは、学校の一部又は全部をある

一定期間にわたり臨時的に休業することであ

る。臨時休業は、大きく二つの内容があり、

⑴学校教育法施行規則の第63条に示す「非常

変災その他急迫の事情があるときの臨時休

業」、⑵学校保健安全法の第20条で示す「感染

症予防のための臨時休業」がある。 

⑴については、地震発生や台風など気象条件

等の悪化や、凶悪犯罪の発生による防犯上

からの安全確保などの観点からの休業（決

定の権限は校長） 

⑵については、学校保健安全法施行規則18条

に示す第一種から第三種の感染症で、当該

児童生徒に対する個人への出席停止では予

防効果が期待できない場合の集団的措置と

しての休業（決定の権限は学校設置者） 

 

 昨今、自然災害からの臨時休業のみならず、

防犯上からの臨時休業や、О-157やインフル

エンザ、そして今回の新型コロナウイルスの

流行からの臨時休業など、安全確保や学校感

染症対策の重要性が叫ばれている状況がある。 

 

３ 本ケースから学ぶべきこと 

本ケースでは、協議の上、当該学校の校長

は、午後からの児童のみによる下校は無理と

判断した。午後の日課はあえて休業せず児童

は学校に留め置き、緊急連絡網を活用し、保

護者の迎えによる下校とした。さらに、翌日

は、台風通過後も通学路が冠水している恐れ

があるため、２時間の日課を臨時休業し、11

時登校とした。なお、10時までは自宅待機と

して、変更がある場合は10時までに再度連絡

することとした。 

この学校の判断で学ぶべきことは、①天気

の状況を常に把握しようと努めたこと②職員

の目で直接道路状況等を確認したこと③学校

が高台にあり、安易に臨時休業して下校させ

るよりも通常日課として学校に留め置く方が

望ましいと、児童の安全を最大限考慮し決断

したこと④翌日も通学路の冠水や河川の状況

等を考慮して一部の日課を臨時休業としたこ

となどが挙げられる。 

 

４ 臨時休業の判断について 

学校が臨時休業を判断することは、様々な

観点から考えなければならない。そこで、ど

のような観点で考えるべきか挙げてみたい。 

⑴災害による被害の恐れを最大値で捉えるこ

と。必要な場合、臨時休業を全日とするこ

とや前日等の早めの判断が求められる。 

⑵台風・豪雨などの災害は、刻々と状況が変

化するものであり、特に近年集中豪雨が

多々報告されていることから、学校はその

状況を常に見極めるとともに、下校方法も

考えること。（交通機関等を利用している場

合、関係機関との連絡・調整も必要。） 

⑶自校の校舎や施設が置かれている地形や考

慮すべきことを災害の種別ごとに整理し、

事前に避難方法等を十分検討すること。 

⑷自校の保護者や地域の状況を踏まえ、児童

生徒の保護者への引き渡しについて事前に

協議し、速やかな対応ができる体制を整え

ておくこと。 

⑸小・中学校に兄弟姉妹が在籍していること

が多いので、近隣の小・中学校と連携して

判断すること。（発達段階も考慮する） 

⑹その他、当然児童生徒の安全が第一となる

が、併せて教職員についても、通勤をはじ

め安全な対応を考える必要がある。 

 

５ その他 

臨時休業を行った場合、その間の児童生徒

の学習に関する措置を講じる必要がある。授

業時数の確保を図るとともに、課題等の提出

など、各学校での適切かつ弾力的な対応が求

められる。 

〇ケーススタディ                          」 
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 休業日と臨時休業 

                和洋女子大学特任教授  柴内
し ば な い

 靖
やすし

 

 

【Case】 

10月中旬、県内のある小学校では、深夜未

明に上陸するとみられる台風対策のために、

朝から会議を開き対応を協議していた。 

天気予報では、夜20時頃から風雨が強まり、

深夜に台風が通過し、翌朝７時には台風が過

ぎ去り、天気が回復するとの予想が出されて

いた。そのため、本日の日課は通常日課の５

時間授業とし、放課後の活動は中止し、午後

３時に集団下校する方向で検討していた。 

ところが午前10時過ぎ頃から、風は強くな

いものの１時間の雨量が80ミリを超える大雨

となり、校長は昼に分担して通学路等を確認

したところ、既に近隣交差点の横断歩道は冠

水したところが多く、用水路が溢れていると

の報告があった。更に市役所から近くの河川

が氾濫危険水位に達しているとの報告を受け

た。   

そこで臨時の会議を開き、午後の日課を止

め至急下校させるか、それとも児童を待機さ

せ、保護者の迎えをお願いすべきかなど対応

を再度協議することとなった。 

【関係法令】 

学校教育法施行規則第61条 

公立小学校における休業日は、次のとおり

とする。ただし、第三号に掲げる日を除き、

当該学校を設置する地方公共団体の教育委員

会が必要と認める場合は、この限りではない。 

 一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する日 

二 日曜日及び土曜日 

 三 学校教育法施行令第29条の規定により

教育委員会が定める日 

学校教育法施行規則第63条 

非常変災その他急迫の事情があるときは、

校長は、臨時に授業を行わないことができる。

この場合において、公立小学校についてはこ

の旨を当該学校を設置する地方公共団体の教

育委員会に報告しなければならない。 

【ワンポイントレッスン】 

令和元年度の秋は、関東地方をはじめ東日

本では、度重なる台風や大雨で甚大な被害が

発生した。大切な子供たちを預かる学校でも

校舎・施設の破損や急な日課変更等を余儀な

くされ、子供たちの安全確保に神経をとがら

せる状況であった。 

そこで、ここでは休業日と臨時休業につい

ての基本的なことを押さえておきたい。 

 

１ 休業日について 

公立学校の休業日は、前述したように学校

教育法施行規則第61条において、原則①国民

の祝日に関する法律に規定する日②日曜日及

び土曜日③学校教育法施行令第29条の規定に

より教育委員会が定める日となっている。  

③については、各教育委員会で多少の違い

はあるが、(ア)夏季休業日、(イ)冬季休業日、

(ウ)春季休業日、(エ)その他（条例で定める

日や開校記念日等）である。ただし、この休

業日は授業を行わない日であり、教員の「勤

務を要しない日」とは一致しないことを踏ま

えておく必要がある。   

例えば、冬季休業日は、週休日と年末年始

を除き原則勤務を要する日である。（12/29～

1/3は休日であり、特に勤務することを命ぜら

れる場合を除き、勤務を要しない。） 
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 「１人１台環境」時代に向けて 
 

                  県総合教育センターカリキュラム開発部メディア教育担当 

 

１ はじめに 

昨年12月、文部科学省から「GIGAスクール構

想」が発表された。１人１台端末整備及び高速

通信インターネット環境整備という内容であ

るが、一部地方財政で負担する必要はあるもの

の、かなり大きな補助金が計上されている。こ

のようなチャンスはなかなかないと思われる

ので、現在検討中の自治体については、ぜひ予

算をとって整備を進めていただくようお願い

したい。 

 

２ 重要なのは整備後 

実際にこの国の財政支出によってかなり多く

の学校が１人１台端末を実現すると思われる。

しかし、整備することが最終目的であってはな

らない。なぜなら、今回の構想は、来年度から

次々と全面実施される学習指導要領の中で、学

習の基盤となる能力の一つとして明記された

「情報活用能力」の育成に大きくつながるもの

だからである。１人１台端末等の整備後、児童

生徒がそれをどのように活用していくか、を整

備前から具体的に考えていく必要がある。 

 

３ 教員一人一人が指導できるために 

文部科学省が昨年３月に実施した「学校にお

ける教育の情報化の実態等に関する調査」では、

教員のICT活用指導力の「児童生徒のICT活用を

指導する能力」における肯定的回答の割合が千

葉県平均は68.1%で、全国平均（70.2%）より低い

結果となった。児童生徒にICTを活用させる指導

力を付けていくことは喫緊の課題ともいえる。   

では、どうすればよいか。 

まずは、すぐできることから始めてみるとよ

い。例えば、「教室内外で、自分の端末を使って

画像や映像を撮影、記録し、それを大型モニタ

に映してクラスで共有する」、あるいは「各自が

板書を撮ったり、教員が板書を撮ってそれを児

童生徒の端末に一斉送信したりする」。このよう

な使い方をすることで、児童生徒の「思考する

時間の確保」というメリットが期待できる。 

次に、学校組織の中にICT推進委員会のような

組織を編成し、ICTでできること、やるべきこと

を明確にして、教員一人一人がイメージを明確

につかむことが必要である。 

例として、二つ挙げてみる。 

⑴「調べる」「まとめる」「伝える」活動のどこか

でICTを活用する。 

インターネットで必要な資料を収集し、プレ

ゼンテーションソフト等を利用して処理、伝達

する。個別ではなく、グループによる協働学習

で、統一した内容を作り上げる方法もある。  

⑵ICT活用による学習の個別最適化を図る。 

自分のペースで課題に取り組んだり、児童生

徒の発音を判定できるソフトで個別に練習した

りするときに有効である。また、家庭学習で活

用できるようにすれば、今回のように何らかの

理由で休校になったときも、児童生徒の学習機

会の確保につながる。   

 

４ おわりに 

「１人１台環境」に対応できるようにするた

め、本センターでは次の研修を新設した。 

⑴高等学校ICT活用研修（推薦） 

⑵１人１台端末活用フォーラム（希望･12/5） 

上記以外にも、「ICTを活用した授業づくり研

修」、「iPadを活用した授業づくり研修」等で、１

人１台環境に対応する内容を学ぶことができる。

積極的に参加し、大いにスキルを磨いていただ

きたい。 

                               」 
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�������

������の

活用� 

【小 ３社会  わた  

したちのくらしとス

ーパーマーケット】 

��������用�の活用� 

����� ������������� 

��������の活用� 

����� ����������� 

�������の活用� 

����� �������� 

 

基準 パフォーマンスの特徴を示した記述後
Ａ （　）を使うと１つの式に表したり計算の順序を変えられたりすることを考えられ、人に説明ができる。

Ｂ （　）を使うと１つの式に表したり計算の順序を変えられたりすることを考えることができる。

Ｃ

小単元　「計算のきまり」において作成したルーブリック

　【めあて】 【実　行】

　　　　　　　【完成イメージ】　　　　　　　　　　　　　　　　【計　画】

①

②

③

④

　思ったこと、考えたこと

【ふり返り】　　　※　○をつけましょう。 　※　文で書きましょう。

○学習した整理・整とんの手順や方法を生かして、整理・整とんすることができましたか。　

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

○整理・整とんをした場所を、使いやすい場所にすることができましたか。

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か た づ け よ う　身 の 回 り の 物　　　　　名前　（　　　　　　　　　　　　　　）

      学　 身の回りの整理・整とんをしよう 　【 家庭 】

ジ】

め あ

【計 画

て

計 画完成イメージ

実 行

思ったこと、考えたこと

○学習した整理・整とんの手順や方法を生かして、整理・整とんすることができましたか。　

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

○整理・整とんをした場所を、使いやすい場所にすることができましたか。

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

振 り 返 り
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５ まとめ ～四つの学習ツールの活用方法について

 

活用のポイント・留意点
話し
合い
活動

課題
解決
場面

○「コア知識」のように、幅広い事象に
適用できる決まり（ルール）が存在する
教科での活用が有効である。
○既習知識が多くなる小学校高学年以降
での活用がよい。

○課題解決的な学習で使う。
○各教科の学習過程を考慮した項目で作
成する。
○助言やよい内容に対する称賛、励まし
等のコメントを入れ、返却する。
○よく書けている用紙を紹介する。
○できるだけ継続して使用する。

○学習に対する姿勢、思考力、判断力、
表現力を高める。
○自己の成長や学ぶ意味がわかる。
○教師がコメント書くことでさらに学習
の質が高まる。
○教師は授業の評価ができる。

○単元構成がはっきりしていない教科で
は、大くくりのまとまりでシートを作成
するとよい。
○気持ちや考えを正直に書くよう指示す
る。
○生徒の考えを認め、励ますようなコメ
ント、さらに深く考えさせるようなコメ
ントを書く。
○授業の始めに前時の子供の記述を紹介
し本時に生かす。
○授業者自身も振り返りシートを作成す
るとよい。
○シート記入時間を確保する。

○思考力、判断力等の質的評価がしやす
い。
○教師と子供が学習の目的を共有でき
る。
○子供の学習意欲が向上する。
○指導と評価の一体化が図れる。
○ルーブリックの作成プロセスが教師の
研修の場となる。

○主に単元末やポイントとなる授業で活
用する。
○学習前に示したり、子供と一緒に作成
したりすることもできる。
○ルーブリックによる自己評価の時間を
確保する。

自由記入式
○○用紙

ルーブリッ
ク

◎

コ ミ ュ ニ
ケーション
カード

○既習知識カード
　本単元の学習内容に関わる前学年ま
での既習事項が簡潔に書いてある（理
科では決まり、法則など）。予想、話
し合い、考察などの場面で活用する。
○問題・説明カード
　単元で学習した発展的な内容に関す
る問題が書かれている。単元の終末に
活用する。

○学習者が書いた学習履歴に対して、
教師がコメントを書き、学習の質を高
めるとともに、教師は、授業の評価と
改善を行うことができるように構成さ
れたシートである。

○構成要素は次のとおりである。
　Ⅰ　単元名タイトル
　Ⅱ　学習前・後の本質的な問い
　Ⅲ　学習履歴
　Ⅳ　学習後の自己評価

振 り 返 り
シート

学習資料について

他教科での活用場面

評価
（教師側）

○課題解決、話し合いのヒントになる。
○話し合い活動が活発になる。
○思考力、表現力を高める。

◎◎

○評価の観点について「達成の度合い
を示す数値的な尺度」と「それぞれの
尺度に見られるパフォーマンスの特徴
を示した記述語」で評価指標を設定
し、マトリックス形式で示したもので
ある。

○パフォーマンスの特徴とは、文字や
絵・図、音声、身体表現などの具体的
な状態のこと。

○課題解決力、思考力、表現力を高め
る。
○学び方を学べる。

◎

◎

○もともとは理科学習の充実を目的と
したもので、目的、予想、実験方法、
実験結果、考察までを、子供が自ら考
えて、自由に記入するシートである。
○さらに、子供が表現したものを教員
が助言、評価し返却する。
○よく書けているものを掲示し、紹介
する。

◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　◎：特に適している　○：適している

導入
まと
め

◎ ◎

○◎○

展開
見込まれる効果

◎

６ おわりに 

 四つの学習ツールは、理科以外の教科においても、各教科の特性や学習内容等に応じて構

成や使い方等を工夫することによって、児童生徒が自己の変容に気付き、資質・能力を伸ば

すために効果的であることが分かった。詳しくは、今年度末発行のリーフレット、及び千葉

県総合教育センターWebサイト（https://www.ice.or.jp/nc/kenkyu/）に掲載の研究報告書を

ご覧いただき、授業改善の一助として活用していただきたい。 
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【小 ３社会  わた  
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基準 パフォーマンスの特徴を示した記述後
Ａ （　）を使うと１つの式に表したり計算の順序を変えられたりすることを考えられ、人に説明ができる。

Ｂ （　）を使うと１つの式に表したり計算の順序を変えられたりすることを考えることができる。

Ｃ

小単元　「計算のきまり」において作成したルーブリック

　【めあて】 【実　行】

　　　　　　　【完成イメージ】　　　　　　　　　　　　　　　　【計　画】

①

②

③

④

　思ったこと、考えたこと

【ふり返り】　　　※　○をつけましょう。 　※　文で書きましょう。

○学習した整理・整とんの手順や方法を生かして、整理・整とんすることができましたか。　

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

○整理・整とんをした場所を、使いやすい場所にすることができましたか。

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か た づ け よ う　身 の 回 り の 物　　　　　名前　（　　　　　　　　　　　　　　）

      学　 身の回りの整理・整とんをしよう 　【 家庭 】

ジ】

め あ

【計 画

て

計 画完成イメージ

実 行

思ったこと、考えたこと

○学習した整理・整とんの手順や方法を生かして、整理・整とんすることができましたか。　

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

○整理・整とんをした場所を、使いやすい場所にすることができましたか。

（　　できた　　　少しできた　　　あまりできなかった　　）

振 り 返 り
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千葉教育 令和元年度 桜 33 

 研究１での課題解決につながる次のような

取組が見られた。 

①不登校生徒を支援するための効果的な支援

体制づくり 

(ｱ)不登校生徒を支援するための組織づくり 

【組織的な支援（Ａ校）】 

校内委員会を時間割の中に位置付け定期

的に開催する。生徒の状況に応じて、校内

委員会とは別に適宜ケース会議を行う。ケ

ース会議では、生徒の情報を共有すること

に加えて、支援の方針を決め、学年団と連

携する。コーディネーター役になるＳＳＷ

の資格をもつ教員と生徒指導副部長、学年

副主任が教育相談の中核となるだけでなく、

管理職も構成メンバーに入っていることか

ら、支援方法が速やかに決定でき、迅速な

支援につながっている。 

(ｲ)新たな不登校生徒を生まないための支援 

【入学前の情報収集とその活用（Ｂ校）】 

中高連絡協議会への参加や全ての新入生

を対象にした中学校訪問、電話連絡により、

入学前に全生徒の情報を収集する。また、

保護者に入学前相談の案内をし、入学許可

候補者説明会にて「保健面」「学習面」「生徒

指導面」「発達面等の課題や配慮」の四つの

ブースを設けて、個別相談にあたる。さら

に、入学直後と１学期中間考査後にアンケ

ートを行った上で個人面談を実施し、生徒

理解と学級づくりに生かしている。 

②教職員の専門性の向上と意識の醸成 

【教職員向けガイドライン等の活用（Ｃ校）】  

校内委員会が中心となり学校独自の教職

員向けガイドラインを作成し、教育相談的

アプローチについて共通理解を図る。ガイ

ドラインには、「生徒の支援は関係職員がチ

ームで対応する」と明記されている。また、

教育相談に関するハンドブックを作成・活

用する。それとともに、教育相談に関わる

研修を計画的に主催して教育相談のスキル

アップに努めている。 

４ 研究のまとめ 

⑴不登校生徒を支援するための効果的な支援

体制づくり 

 高等学校における不登校生徒の効果的な支

援体制をつくるために次の三つの視点が大切

であると考える。 

①役割分担を明確にした支援 

校内委員会が中心となって支援方針を決

め、役割分担を明確にし、学年団と連携で

きる体制をつくる。初動の対応を適切に行

い、学年団が保護者や生徒と良好な関係を

つくることができ、効果的な支援につなが

ると考える。 

②計画的に取り組む支援（予防的な支援） 

入学前 
・計画的な生徒の情報収集により

適切な支援を考える。 

１年次 

・生徒の状況を把握し、生徒理解

を深める。 

・職員間で情報共有し、適切に支

援し、未然防止につなげる。 

③進路変更をする際の支援 

  校内委員会に、多くの情報をもち、他機

関と連携して進路支援をする担当を置く。

担当と担任・学年団が連携することで、生

徒個々の状況に合った進路支援を行うこと

ができる。 

⑵教職員の専門性の向上と意識の醸成 

不登校生徒を支援するためには、「教職員全

体の教育相談の力量の向上」「計画的な教育相

談コーディネーターの育成」が重要である。

学校の実情に合わせて、当センターの各事業

を積極的に活用し、教職員の教育相談に対す

る意識を高め、人材育成に役立ててほしい。 

 

５ 最後に 

高等学校における不登校生徒の支援では、

自校の生徒の特性や地域性など実態に即した

体制づくりと教育相談における力量の向上が

大切である。この報告が不登校生徒の支援体

制づくりの一助となることを期待したい。 
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〇学校 Ｎ ＯＷ！  先進校の取組  「                」 

34 千葉教育 令和元年度 桜 

 
 

 自他を尊重し、認め合い、支え合うことのできる生徒の育成を目指して 

 

                           大網白里市立増穂中学校 

 

 

１ はじめに 

 本校は、九十九里浜白里海岸に面した緑豊

かな大網白里市のほぼ中央にある、全校生徒

約250名の学校である。平成29年度、30年度の

２年間、文部科学省指定の人権教育研究推進

校となり、様々な取組を行った。 

 取組を行う際に大切にしたことは、次の２

点である。第一に今までの本校の実践を基盤

にして取り組むこと、第二に研究指定校の期

間だけでなくその後も継続して取り組めるも

のであること、である。 

 

２ 研究概要と全体計画 

 本校では「ともに学び、ともに支え、より

よく生きる生徒の育成」を教育目標とし、明

るいあいさつと笑顔のあふれる学校を目指し

教育活動に取り組んでいる。多くの生徒は、

明るく素直で、落ち着いた学校生活を送って

いる。この度の指定を受け、教育相談や学校

評価アンケート等の実態から、自分の人権だ

けでなく友達の人権についても正しく理解し、

思いやりのある態度を身に付け、具体的な行

動に表せるように、研究テーマを「自他を尊

重し、認め合い、支え合うことのできる生徒

の育成」と設定した。 

研究の全体計画は以下のとおりである。 

○教職員の共通実践項目の自己評価 

○hyper-QU（学級診断アセスメント）の

分析 

○道徳の共通実践 

○各教科における、個を大切にする指導 

の充実 

○人権講演会の開催 

○生徒会活動 

○研究紀要の作成 

 

３ 研究の実践 

⑴共通実践項目 

平成29年度に本校独自の「人権が尊重され

た指導点検票」を作成し、11月から約１年間

の共通実践を行った。点検票に示された各項

目について教職員が主体的かつ日常的に意識

できるように、毎週月曜日に自己評価を行っ

て各学年の人権担当者に提出し、全校の人権

担当者が全体を把握した。平成30年度はこれ

を授業展開に生かすため、学習指導案に人権

配慮事項を明記していく取組を行った。 

 この取組は、全職員の意識付けを最も重要

な目的と考えて行った。そのため「具体的な

行動として実践できること」「毎週行えるよう、

あまり時間がかからないようにすること」を

念頭に置いて作成し、実践した。 

⑵ hyper-QU 検査の活用 

本校では例年、６月末と11月末の２回検査

を実施し、それぞれ約１か月後に結果を得て

いる。hyper-QU 検査では、学級内の満足感や

意欲、学級集団の状態等多くの面を把握する

ことができるが、今回は「居心地のよい学級

にするためのアンケート」を基に、生徒個々

を分析し、支援を必要とする生徒を抽出し、 
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〇学校 Ｎ ＯＷ！  先進校の取組  「                」 

34 千葉教育 令和元年度 桜 

 
 

 自他を尊重し、認め合い、支え合うことのできる生徒の育成を目指して 

 

                           大網白里市立増穂中学校 

 

 

１ はじめに 

 本校は、九十九里浜白里海岸に面した緑豊

かな大網白里市のほぼ中央にある、全校生徒

約250名の学校である。平成29年度、30年度の

２年間、文部科学省指定の人権教育研究推進

校となり、様々な取組を行った。 

 取組を行う際に大切にしたことは、次の２

点である。第一に今までの本校の実践を基盤

にして取り組むこと、第二に研究指定校の期

間だけでなくその後も継続して取り組めるも

のであること、である。 

 

２ 研究概要と全体計画 

 本校では「ともに学び、ともに支え、より

よく生きる生徒の育成」を教育目標とし、明

るいあいさつと笑顔のあふれる学校を目指し

教育活動に取り組んでいる。多くの生徒は、

明るく素直で、落ち着いた学校生活を送って

いる。この度の指定を受け、教育相談や学校

評価アンケート等の実態から、自分の人権だ

けでなく友達の人権についても正しく理解し、

思いやりのある態度を身に付け、具体的な行

動に表せるように、研究テーマを「自他を尊

重し、認め合い、支え合うことのできる生徒

の育成」と設定した。 

研究の全体計画は以下のとおりである。 

○教職員の共通実践項目の自己評価 

○hyper-QU（学級診断アセスメント）の

分析 

○道徳の共通実践 

○各教科における、個を大切にする指導 

の充実 

○人権講演会の開催 

○生徒会活動 

○研究紀要の作成 

 

３ 研究の実践 

⑴共通実践項目 

平成29年度に本校独自の「人権が尊重され

た指導点検票」を作成し、11月から約１年間

の共通実践を行った。点検票に示された各項

目について教職員が主体的かつ日常的に意識

できるように、毎週月曜日に自己評価を行っ

て各学年の人権担当者に提出し、全校の人権

担当者が全体を把握した。平成30年度はこれ

を授業展開に生かすため、学習指導案に人権

配慮事項を明記していく取組を行った。 

 この取組は、全職員の意識付けを最も重要

な目的と考えて行った。そのため「具体的な

行動として実践できること」「毎週行えるよう、

あまり時間がかからないようにすること」を

念頭に置いて作成し、実践した。 

⑵ hyper-QU 検査の活用 

本校では例年、６月末と11月末の２回検査

を実施し、それぞれ約１か月後に結果を得て

いる。hyper-QU 検査では、学級内の満足感や

意欲、学級集団の状態等多くの面を把握する

ことができるが、今回は「居心地のよい学級

にするためのアンケート」を基に、生徒個々

を分析し、支援を必要とする生徒を抽出し、 



〇学校 Ｎ ＯＷ！  学校歳時記  「                 」 

36 千葉教育 令和元年度 菜 

 
 

 学校における働き方改革をめぐって 

 

                   千葉大学教育学部特任教授  天笠
あ ま が さ

 茂
しげる

                  

学校における働き方改革が関心を集め、長

時間勤務の是正を図る観点から、勤務時間に

関わる時間管理の在り方が問われている。そ

の改革には、制度改革、職場の組織風土の改

善、教職員一人一人の自己変革などを互いに

往還させた見直しが必要である。学校におけ

る働き方改革をめぐって３点について述べた

い。 

 

１ 「学校における働き方改革」（答申）－制

度の改革－ 

学校における働き方改革をめぐる審議の場

は、文部科学省中央教育審議会の下に設置さ

れた学校における働き方改革特別部会であっ

た。2017（平成29）年６月に文部科学大臣の

諮問を受け、同年７月に第１回を開催。 

同部会は、同年８月、「緊急提言」を出して

いる。そのキーワードは、「勤務時間」、「業務

改善」、「持続可能な勤務環境整備」である。 

その後、審議を重ねて、2019（平成31）年

１月25日、中央教育審議会として学校・教師

の働き方改革に関わる答申をまとめた。その

タイトルは、「新しい時代の教育に向けた持続

可能な学校指導・運営体制の構築のための学

校における働き方改革に関する総合的な方策

について（答申）」である。 

さらに、この答申を受けて、政策の具体化

が進められ、学校における働き方改革を推進

するための総合的な方策の一環として、2019

（令和元）年12月、いわゆる「給特法」とい

われる「公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法」の一部が改正

された。 

 

それは、国が教育職員の業務量の適切な管

理等に関する指針を策定すること（2020（令

和２）年４月１日施行）、及び、地方公共団体

の判断によって１年単位の変形労働時間制を

適用（休日のまとめ取り等）できるというも

のである。（2021（令和３）年４月施行） 

このうち、業務量の適切な管理等に関する

指針については、2019（平成31）年１月25日

に示された「公立学校の教師の勤務時間の上

限に関するガイドライン」が、「公立学校の教

育職員の業務量の適切な管理その他教育職員

の服務を監督する教育委員会が教育職員の健

康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置

に関する指針」（2020（令和２）年１月17日）

に格上げされることによって、在校等時間の

目安とされる「月45時間・年間360時間」等が

上限として重みを増すこととなった。 

なお、１年単位の変形労働時間制は、労働

基準法第32条の４を公立学校の教育職員にも

適用を可能とする内容であり、それは、「勤務

条件条例主義」を踏まえて各自治体が条例に

よってそれぞれ定めるとされる。 

これら一連の動きが国における制度改革の

動きということになる。これを受けて、各教

育委員会における各種条例・規則の整備を図

る動きが活発となるのが、2020（令和２）年

ということになる。 

しかし、こうした動きが、各学校との連動

を欠くならば、学校における働き方改革は、

学校現場へ、そして教職員一人一人へ届かな

いということになる。学校における持続可能

な勤務環境整備として結実させることができ

るか、実効性のある取組が問われている。 
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２ 学校の改革－組織の改革・組織文化の改   

革－ 

ところで、学校における働き方改革は、こ

こまで見てきたように制度改革が必要である。

その一方、学校ごとの組織や意識の改革とい

う視点もまた欠かせない。制度は変わっても、

学校での働き方はこれまでどおりということ

も十分ありうる話である。制度改革は、学校

を変えていく呼び水にはなるかもしれない。

しかし、どこまで実効性のあるものとなるか

は、それこそ学校次第ということになる。 

そこで、職場の改革として、自校の組織文

化の問い直しに注目してほしい。学校は、共

通理解の必要性が強調され、同一歩調が求め

られることが多い。個々の考えや判断よりも

全体としての意向が尊重される世界と言われ

ている。日本の組織は「空気」によって物事

が決せられるといわれることが多いように、

学校という組織もまたその意思形成にあたっ

て、空気というか雰囲気というか、いわゆる

組織文化が大きな影響要因として存在してい

ると思われる。 

その意味で、自校の組織文化について健康

診断が必要である。健康な状態にあるか、そ

れとも治療を必要とするほど問題を抱えた状

態にあるか、その診断が欠かせない。まずは、

一人一人の教職員がどれほど、日々の仕事に

やりがいを感じ、働きやすい職場という実感

をもっているかが重要な指標となる。 

なお、学校の働き方改革のカギを握るもう

一方の当事者が保護者や地域の人々である。

子供の成長に何を重視して時間を配分するか。

保護者や地域の人々に伝え、理解を得ること

が、学校における働き方改革の一環としてあ

ることを確認しておきたい。 

 

３ それは‘子供のため’にならない 

「答申」には、いくつかの印象的な言葉が

ある。その一つが、「教師が疲弊していくので

あれば、それは‘子供のため’にはならない

ものである。」という一節である。 

教えるという営みは、自らの持っているも

のを持ち出すことによって成り立っていると

ころがあり、指導者が自身の身を削っている

ところがあると言ってもよい。自らの持って

いるものを子供達に、多少の疲れも厭わずと

いう教師は少なくない。 

しかし、自ら持っているものがいずれ尽き

ることに、あるいは、自らが疲れていること

に気が付かない教師もこれまた少なくないか

もしれない。 

周知のとおり、蒸気機関車は水と石炭の補

給によって動く。前に進むには補給が必要で

あり、持続的補給が機関車の運行を支えてい

た。 

では、教職人生にとっての「持続的補給」

はどのようになされるべきか。自ら持ってい

るものを拠出し続けるならば、早晩、それは

尽きることになる。自らが空になっているの

に、まだ走り続けようとするところに疲弊の

根源があるのではないか。自らに補給をする

ことが欠かせないのである。今日の働き方改

革の提起には、このような問いかけがあるこ

とを確認しておきたい。 

「答申」は、学校における働き方改革の目

的が教職人生を豊かにすることにあると、次

のように記している。 

「自らの授業を磨くとともに日々の生活の

質や教職人生を豊かにすることで、自らの人

間性や創造性を高め、子供たちに対して効果

的な教育活動を行うことができるようになる

こと。」 

これを今回の働き方改革の理念として、関

係者に共有を求めた意義を受け止めたい。学

校における働き方改革のポイントは教職員一

人一人の主体性・自律性の回復にある。自ら

の教職人生に主体的・自律的であろうとする

問題意識と姿勢を大切にしてほしい。 
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 学校における働き方改革をめぐって 

 

                   千葉大学教育学部特任教授  天笠
あ ま が さ

 茂
しげる

                  

学校における働き方改革が関心を集め、長

時間勤務の是正を図る観点から、勤務時間に

関わる時間管理の在り方が問われている。そ

の改革には、制度改革、職場の組織風土の改

善、教職員一人一人の自己変革などを互いに

往還させた見直しが必要である。学校におけ

る働き方改革をめぐって３点について述べた

い。 

 

１ 「学校における働き方改革」（答申）－制

度の改革－ 

学校における働き方改革をめぐる審議の場

は、文部科学省中央教育審議会の下に設置さ

れた学校における働き方改革特別部会であっ

た。2017（平成29）年６月に文部科学大臣の

諮問を受け、同年７月に第１回を開催。 

同部会は、同年８月、「緊急提言」を出して

いる。そのキーワードは、「勤務時間」、「業務

改善」、「持続可能な勤務環境整備」である。 

その後、審議を重ねて、2019（平成31）年

１月25日、中央教育審議会として学校・教師

の働き方改革に関わる答申をまとめた。その

タイトルは、「新しい時代の教育に向けた持続

可能な学校指導・運営体制の構築のための学

校における働き方改革に関する総合的な方策

について（答申）」である。 

さらに、この答申を受けて、政策の具体化

が進められ、学校における働き方改革を推進

するための総合的な方策の一環として、2019

（令和元）年12月、いわゆる「給特法」とい

われる「公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法」の一部が改正

された。 

 

それは、国が教育職員の業務量の適切な管

理等に関する指針を策定すること（2020（令

和２）年４月１日施行）、及び、地方公共団体

の判断によって１年単位の変形労働時間制を

適用（休日のまとめ取り等）できるというも

のである。（2021（令和３）年４月施行） 

このうち、業務量の適切な管理等に関する

指針については、2019（平成31）年１月25日

に示された「公立学校の教師の勤務時間の上

限に関するガイドライン」が、「公立学校の教

育職員の業務量の適切な管理その他教育職員

の服務を監督する教育委員会が教育職員の健

康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置

に関する指針」（2020（令和２）年１月17日）

に格上げされることによって、在校等時間の

目安とされる「月45時間・年間360時間」等が

上限として重みを増すこととなった。 

なお、１年単位の変形労働時間制は、労働

基準法第32条の４を公立学校の教育職員にも

適用を可能とする内容であり、それは、「勤務

条件条例主義」を踏まえて各自治体が条例に

よってそれぞれ定めるとされる。 

これら一連の動きが国における制度改革の

動きということになる。これを受けて、各教

育委員会における各種条例・規則の整備を図

る動きが活発となるのが、2020（令和２）年

ということになる。 

しかし、こうした動きが、各学校との連動

を欠くならば、学校における働き方改革は、

学校現場へ、そして教職員一人一人へ届かな

いということになる。学校における持続可能

な勤務環境整備として結実させることができ

るか、実効性のある取組が問われている。 
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県教育委員会では平成17年度から、県内各

地の文化財を一般の方々と巡る「文化財探検

隊」という事業を33市町村で実施してきた。

地元市町村教育委員会や文化財所有者、ガイ

ドの方々に御協力いただき、通常公開してい

ない文化財等も見学し、解説することで、多

くの文化財の魅力を紹介してきた。 

本事業は、年３回、各回50名程の参加者を

募り、６km前後のコースを６時間程で巡り、

地域の文化財である仏像や社寺建築、板碑
い た び

や

道標等の石造物、城跡や古墳といった遺跡等

を見学するものである。こう書くと毎回似た

ような内容と思われるかもしれないが、各文

化財の内容や歴史的背景は様々で、調べてい

くと、文化財間の関連性や当地の移り変わり、

当地の特徴までもが浮かび上がってきて、文

化財や地域の多様性を感じることができる。

毎回定員を超える応募があるため、参加者を

抽選で決定しているが、毎回応募される方も

多いので、同じ感想をお持ちの方もいらっし

ゃることだろう。 

令和元年度は台風により中止した回もあっ

たが、白井市と神崎町の２か所で実施した。

ここでは、神崎町での取組を紹介する。 

神崎町では、ＪＲ成田線の下総神崎駅から、

多くの文化財を残す神宮寺・神崎神社や古墳

や貝塚・板碑等も残る神崎城跡、そして神崎

の街並みを巡りながら、同駅まで戻るコース

をとった。現地の文化財や古地図、絵を辿る

と、近世近代の改修以前の利根川は、現在の

位置と異なり、神崎神社が鎮座する神崎森は、 

 

川（中世以前は香取の海）に突き出した岬島

状の山塊であったことに気が付く。河川交通

が中心であった時代においては、森の両たも

とが風待ちの良港だったこと、そして古くか

ら寺社が栄えた歴史を理解できた。米と水と

交通に恵まれた神崎は、江戸時代後期以降、

醸造業が栄え、現在も「発酵の町」として地

域振興の中心となっており、多くの産業遺産

も見ることができる。 

本誌を御覧になられている方々の地元にも、

国・県・市町村指定や未指定の文化財が多く

伝えられているであろう。現在の街や景観が

生まれる歴史を知ると、現在は歴史の上にあ

り、未来へと繋がっていることを感じる。小

学校中学年で、地元市町村を学ぶ学習がある

が、大人にとっても、改めて地元を振り返っ

てみることは、未来を考えていく上で必要な

ことではないかと感じている。 

神崎町神宮寺での見学風景 

千葉歴史の散歩道 

「文化財探検隊」～県内各地の歴史と地域性を楽しむ文化財めぐり～  

県教育庁教育振興部文化財課 

主任上席文化財主事  糸原
いとは ら

 清
きよし
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表紙写真について 

茂原市立茂原小学校 「校外学習における外国の方々とのふれあい活動」 

蓮 

６６２号 

 千葉県にオリンピック・パラリンピックがやって

くる！～「千葉県オリンピック・パラリンピック

を活用した教育」の取組～ 

萩 

６６３号 
 道徳教育の充実へ向けて 

菊 

６６４号 
 学校における児童虐待への対応とは 

梅 

６６５号 
 外国語教育・外国語活動の指導の在り方 

菜 

６６６号 

 これからの「教育の情報化」 

  ～一人一台端末の時代を迎えて～ 

桜

６６７号 
 読解力の向上に向けた指導の在り方 

 令和２年度 

シリーズ 現代の教育事情 




